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資料(1)－3 

１ 男女共同参画専門人材の設置、交流サロン等 

1. 目的 

地域活動を行う諸団体や個人に対して、男女共同参画の幅広い観点から助言できる専門

人材や、地域団体等からの活動に関するさまざまな相談に対応できる専門人材を委嘱。 

     

2. 内容 

① 交流サロンの実施 

男女共同参画に関連するテーマにより、萩原

なつ子統括アドバイザーを講師に、公募による

参加者や県内各地域に出向いて市町村長との

面談や市町村男女共同参画推進委員、女性団体、

若者等に対して講演やワークショップによる

「交流サロン」を実施。 

その場で出されたアイデアや具体的な提案

に統括アドバイザーが助言を行い、参加者自ら

が地域での取り組みに活かすなどそれぞれの

活動に寄与した。 

◆令和５年度実績： 18 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の推進委員と 

女性団体と 高校生・大学生と 
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② 専門アドバイザーによる相談事業 

地域で活動する団体や個人から男女共同参画推進センターに寄せられる男女共同

参画の各分野に関する相談に対し、専門アドバイザーが課題解決のための助言・講

座等を実施した。 

◆令和５年度実績：NPO 法人、大学ｻｰｸﾙ、社会福祉法人、市町村男女共同参画推進

委員会等に対して 13 回 実施 

 
 
２ いきいきワーキングウーマン育成事業 

1. 目的 

女性の職業生活において、様々な段階で、女性特有の健康課題や人生の各ステージにお

ける仕事との両立の悩みを抱えることが多く、離職のきっかけになっている。それらの問

題解決により、女性の就業意欲向上、女性活躍推進に前向きな企業風土の社内定着を図る。 

2. 内容 

企業内研修プログラムの実施（モデル５社） 

・企業ごとにヒアリングを行い、現在の課題に沿って、①入社５年目までのスタッフ期、

②先輩期（中堅社員）、③女性部下を持つ管理職層の「３段階」に分けて、企業ごとの

個別研修や５社の集合研修を実施した。（12月～２月に研修を実施） 

・事業効果について、令和６年度以降、県内企業へ啓発していく。 

 

写真（集合研修の様子） 
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３ 経営者・管理職向け意識改革講座 
男女共同参画や女性の活躍に必要な経営者・管理職の

意識改革と行動変革を促すため、企業の経営者、人事労

務関係者に向けて講座を開催（R5.8.22） 

 

講師：村木厚子 氏(元厚生労働省事務次官) 

講演：組織を成長に導く女性活躍推進 

ダイバーシティ＆インクルージョンの意味を考える 

R5.8.22 ぴゅあ総合 100 名参加（オンライン含む） 

 

 

４ 若年層に向けた啓発事業 

1. 目的 

固定的役割分担意識や、性差に関する偏見や固定観念、無意識の思い込み（アンコンシ

ャスバイアス）は、長い時間をかけて人々の意識の中に形成されるもので、男女共同参画

の実現に向けた大きな障壁のひとつである。 

これらの意識や固定観念は家庭生活や幼少期から知らず知らずのうちに植え付けられて

いくものであるため、年代や発達段階に応じた意識啓発を行う。 

2. 内容 

① 小学生に向けた啓発 

◆小学生図画コンクール開催 

子どもの頃からの男女共同参画に対する意識付け及び理解促進を図るため、県内

小学生に対し、男女共同参画をテーマとした図画を募集し、優秀作品を表彰した。 

【部  門】小学生高学年、低学年  ※R5 応募総数 310 点（R4 年度比 2.5 倍） 

【入賞区分】部門ごと、知事賞、教育長賞、入賞、佳作 （計 12 作品） 

【表 彰 式】入賞作品は「県民の日記念行事」（R5.11.19）にて表彰および展示。 

入賞作品は今後の男女共同参画の啓発作品として展示、活用していく。 

（市町村への貸出。６月の男女共同参画推進月間ＰＲ展示など） 

写真１ 表彰式                     写真２ 展示の様子 
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② 中学生に向けた啓発 

◆中学生啓発パンフレット「カラフル」発行 

性別に関する無意識の思い込み（アンコンシャスバ

イアス）が、役割や生き方を決めつけ、本来、一人ひと

り違うはずの個性が生かせない要因となっていること

などについて、中学生向けにわかりやすく伝えるパン

フレットを作成。 

（内容） 様々な分野で性別にとらわれず頑張る人の紹介や中

学生に知って欲しい「ジェンダー平等」に関する情報 

 

県内全中学校１生生に配付（7300 部、R6.2 月に配付） 

（ほかに希望者にも提供） 

 

③ 高校生以上向け事業 

◆ＳＤＧｓ×『ジェンダー平等』を考える学生ワークショップ開催（全５回の連続講座） 

県内の高校生・大学生 10名が集い、「ジェンダー平等」をテーマに、現状や課題、

実現のために必要なことなどについて、意見交換を行いながら学ぶワークショップ

を開催した。 

第１回ワークショップでは、学生たちが、県内でジェンダー平等に関する活動に

取り組む団体・個人から話を聞き、こどもとジェンダー、性教育、LGBTQ、女性の政

治参画、など自身が学びたい分野を選んで探求活動を進めた。また第３回では萩原

なつ子県統括アドバイザーをゲストに迎えて学生との座談会を行い、さらに学びを

深めた。 

ワークショップを通じて学んだ成果や思いを「情報誌」にまとめ、最後の５回目、

県民に向け成果発表会を開催（R5.12.17、山梨大学大村智記念学術館）。 

県のＨＰでも情報誌を掲載し広報した。 
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５ 山梨の未来を担う女性活躍促進セミナーの開催 

1. 目的 

女性活躍社会の実現に向けて、ロールモデルとなる県内女性

を招き、仕事と子育てとの両立やキャリアアップなどをテーマ

に意見交換。特に若年層が、家庭と仕事の両立やキャリアデザ

イン、一歩踏み出すことなどについて考える契機とする。 

2. 内容 

パネリストによるパネルディスカッションや参加者との意見交換を行った。 

（R6.2.27 開催） 
 
コーディネーター：青山貴子 氏  （山梨学院大学学長） 

パネリスト：   大島わかな 氏（弁護士・甲府青年会議所 2023 年度理事長） 

堀内麻美 氏  （anlib㈱代表取締役 フリーマガジン anko 編集長） 

 

 

６ 山梨県パートナーシップ宣誓制度の導入 
令和５年 11 月から、多様な性への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティの方々が

パートナーとともに充実した生活を営むための一助とするため、「山梨県パートナーシッ

プ宣誓制度」を導入した。 

【制度概要】 

双方又はいずれか一方が性的マイノリティの 2人が相互の協力により継続して共同生

活を営むパートナーであることを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制

度。 

◆実績：11 月の制度開始以降、６組に対して宣誓書受領証を交付。 
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７ 性の多様性理解促進事業 

1. 目的 

性的指向や性自認に関わらず誰もが個性と能力を発揮できる、多様性を尊重する社会を

実現するため、理解の促進と普及啓発を図る取組を行う。 

2. 内容 

職場、学校及び社会全体に向け、LGBTQ+等の性的マイノリティが抱える課題が、県民一

人ひとりにとって身近なものだと認識するとともに、正しい知識と具体的な対応について

学ぶ機会を提供した。 

 

① 中学生向けパンフレットの作成、配布 

LGBTQ+について理解を深めるためのパンフレットを作成。今後中学校に向けて配

付予定。 

 

② 教員向け研修会の開催 

小学校教諭を対象に、LGBTQ+について正しい知識と理解を深めるための講演や情

報交換会を県教委と連携して地区ごとに実施。（２回） 

講 師：山口颯一 氏（LGBTQ+当事者・支援者、一般社団法人 ELLY 代表理事） 

講 演：LGBT と教育現場 ～ 先生たちにできること ～ 

参加者：中巨摩地区（6/1） 34 名、 北巨摩地区（6/15） 14 名 

 

③ 行政・企業向け研修会の開催 

行政や企業等を対象に、性の多様性に取り組む必要性と具体

的な取り組み内容について学ぶ研修を実施。 

講師：日高庸晴 氏（宝塚大学看護学部教授） 

講演：性の多様性について考える 

～統計データから考える性的マイノリティの現状～ 

R6.1.29 県立図書館 52 名参加（オンライン含む） 

日高 庸晴 氏 
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８ 男女共同参画推進月間（６月）の関連事業 

① 男女共同参画推進事業者等表彰 

男女共同参画を推進する活動に

積極的に取り組む県民、事業者や、

さまざまな分野で活躍し、その活動

が他の規範となる女性・団体等を広

く県民に周知し、男女共同参画社会

の形成に向けて県民意識の高揚を

図る。 

◆R5 実績 ※敬称略 

・県民表彰（２名）  岡村久美子 （甲州市）、高橋拓也 （身延町） 

・事業者表彰（３社） ㈱イトウ・アット・ホーム、エンドレスハウザー山梨㈱ 

冨士食品工業㈱ 

・女性のチャレンジ表彰（１団体） けんせつ小町甲斐（県建設業協会青年部） 

 

 

② 県立図書館連携展示（２F）、推進月間企画展示（１F） 

推進月間に合わせ、県立図書館と連携して関連図書や資料を展示。また、１Fでの

企画展示を実施した。 
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「えるみん」認証マーク 

９ 山梨えるみん・クリスタルえるみん認定制度・強化促進 

① 『山梨えるみん』の認定促進 

国制度の「えるぼし認定」や「くるみん認定」の足がかりとすべ

く、令和元年度に創設した「山梨えるみん」認定企業を増やすた

め、企業等に制度の周知活動を行った。 

 

 

◆認定実績 

R1～R4 年度 認定企業 62 事業者 

R5 認定企業実績    84 事業所 ⇒ 新規認定件数 22 社 

② 『山梨クリスタルえるみん』（「山梨えるみん」の上位グレード）の認定促進 

国の「えるぼし」認定取得企業数が伸び

悩んでいることから、より「えるぼし」認

定取得に近づく企業を増やすための上位

グレード「山梨クリスタルえるみん」を令

和５年度から新設した。 

【クリスタルえるみん認定】５社 

・㈱ササキ ・富士山の銘水㈱ 

・南アルプス市農業協同組合 

・㈱韮崎電子 ・甲府脳神経外科病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 企業へのアドバイザー派遣事業 

山梨えるみんや山梨クリスタルえるみん等の取得促進のため、県社会保険労

務士会に委託し、社会保険労務士であるアドバイザーが企業を訪問し支援。 

◆令和５年度派遣回数：60 回 

「クリスタルえるみん」認証マーク 
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10 復職を目指す女性活躍チャレンジ支援 

「女性のための復職とステップアップセ

ミナー」（山梨大学委託事業） 
 
山梨大学と連携し、主に結婚・出産・育児な

どで一度離職した女性、非正規から正規への

キャリアアップを目指す女性を対象に、「自身

のこと」、「家庭のこと」、「働くこと」につ

いてもう一度深く考え、就業意識の向上など

一人ひとりのステップアップをサポートする

リカレント教育プログラム（座学、ワークショ

ップ、インターンシップ等）を実施。 

 

時期：令和５年８月～令和６年３月 

対象：県内の離職女性あるいは非正規雇用の

女性で、将来的に再就職またはキャリ

アアップしたい女性 

 

 
 
11 ＤＶ・性暴力防止関連の事業 

① ＤＶ被害相談促進動画の放映 

ＤＶ被害者や周囲の人がＤＶ被害

に気づき、相談行動することで適切な

支援につなげる契機とするため、令和

４年度に作成したＤＶ・デートＤＶの

相談促進動画を山梨県公式YouTubeチ

ャンネルで公開している。 

◆視聴回数：約 5,200 回 

（引き続き公開中） 

② 職務関係者研修の実施 

デートＤＶや性暴力防止に資するため、県教委等と連携して職務関係者に研修を

実施した。 

◆養護教諭（小学校・中学校）への研修 ３回 

（北巨摩地区、南都留地区、富士吉田地区） 

講 師：NPO 法人エンパワーメントアフロッキー 

参加者：56 名 

◆高校教諭（県下全高校の生徒指導主事）への研修 １回 

講 師：佐々木由紀氏 

（元やまなし性暴力被害者サポートセンター統括支援コーディネーター） 

参加者：42 名 
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運動のテーマカラーである「紫」を使った啓発活動を展開 

（写真：上から） 

藤村記念館、ココリ、県議会議事堂 

③ ｢やまなしパープルリボンプロジェクト｣の実施 
11 月の女性に対する暴力をなくす運動期間中に、

県民啓発講演会のほか、県（県庁、県会議事堂、藤

村記念館、ココリなど）・市町村（甲府市・山梨市）

の公共施設のライトアップや企画展示などを実施。 

『ひろげる・つなげる・むすびあう やまなしパ

ープルリボンプロジェクト』として、集中した啓発

活動を展開した 

◆講演会：11 月 11 日（ぴゅあ総合）（参加者 50名） 

講 師：土屋匠宇三氏 

（（一社）彩の国子ども・ 

若者支援ネットワーク代表理事） 

講 演：ＤＶをなくすために 

～困窮世帯への伴走支援で子ども・親から学

んだこと～ 
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④ ＤＶ被害防止パンフレット、相談カードの作成・配布 

配偶者や恋人からの暴力に悩んでいる方に相談を促すためのパンフレットや、

手に取りやすい相談カードを作成。イベントでの配布、市町村、ドラッグストア

（トイレへの設置）への配付等を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           相談カード 

 

⑤ ｢やまなし性暴力被害者サポート

センター｣運営（県委託事業） 

性暴力被害者などから相談を受け、被害者に対して支援機関と連携して産婦

人科医療、カウンセリング、法律相談、警察への付き添い等、総合的なサポート

を行う「やまなし性暴力被害者サポートセンター（かいさぽももこ）」（ワンスト

ップ支援センター）を、「（公財）被害者支援センターやまなし」に委託し運営。

委託業務の中で、県民への啓発活動として、新聞広告やパンフレット・相談カー

ドの作成・配布、研修なども実施している。 
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12 コロナ禍で急増したＤＶ被害者への支援 ※令和５年度で終了 

コロナ禍で急増したＤＶ被害の法的解決に資するため、緊急対応として令和３年 10

月から、弁護士への相談支援や婚姻関係解消手続きに必要な弁護士費用の一部を補助

金として支出してきた。（令和５年度をもって緊急対応は終了） 

① 弁護士無料ＤＶ相談事業 

新型コロナウイルスの影響で増加傾向となったＤＶ被害者について、ＤＶ被

害により生じる諸問題について法律の専門家である女性弁護士等が支援するこ

とを目的に、男女共同参画推進センター３館を相談場所として、弁護士による法

律相談を実施。 

◆対象：山梨県内在住で、配偶者暴力相談支援センターでのＤＶ相談実績及び

法テラスや県の無料法律相談実績がある方で、一定の所得要件を満た

す方 

◆令和５年度実績：20件 

② 「法的サービス費用支援事業費補助金｣制度 

新型コロナウイルスの影響で増加傾向となったＤＶ被害の解決に資するため、

ＤＶ被害に起因する婚姻関係の解消の手続（協議・調停・訴訟等の法的手続）に

必要な、被害者が負担する弁護士費用に対し補助金を交付。 

◆補助対象・補助率：弁護士費用（離婚請求事件）の「着手金」の１/２ 

（上限額あり） 

◆対象：山梨県内在住で配偶者暴力相談支援センターにＤＶに起因した面接相

談をした方で、弁護士費用支払済の方。（法テラス利用含む。所得制限

あり。） 

◆令和５年度実績：14件 

 

 

13 働く女性の法律相談事業※令和５年度で終了 
女性の働く環境づくりに寄与するため、働く女性が直面する様々な問題(マタハラ、パワ

ハラ、セクハラ、雇用問題等)について、女性弁護士等が相談に応じ、アドバイスを行う。 

◆対象：山梨県内在住の働く女性（回数制限あり） 

◆令和５年度実績：16件 

 

 

14 令和５年度男女共同参画団体活動促進事業費補助金 
地域における男女共同参画の促進を図るため、男女共同参画推進に向けた取り組み

を行う団体が実施する地域課題の解決を図るための事業に要する経費に対し、補助を

行う。 

◆補助額：１事業あたり５万円を上限 

（※R5 年度より、特に効果が高いと認める場合は 10 万円を上限） 

◆補助回数：１団体あたり２回まで 
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◆令和５年度決定件数：42 件 (うち 10万円補助３件) 

【補助の例】 

・地域の課題解決のための自主的グループ学習・取組発表会 

・地域の他の団体と連携し、活動の広がりや活性化を目指すイベント 

・地域活動の取組・ノウハウの研修や他地域との交流会 

・男女が交流、相談できる場・機会の創造  等 

【対象】 

男女共同参画推進に向けた取り組みを行う団体（株式会社、有限会社等の営

利を主たる目的とする団体を除く。）で次の要件を満たす団体。 

ア 山梨県内に活動の拠点があり、かつ、山梨県内を中心に活動している 

イ 構成員が２人以上。 

ウ 定款・会則等が定められている。 

エ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主

たる目的とするものでない。 

オ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的

とするものではない。 
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15 共生社会の実現に向けた取り組み 
令和５年度、多様性を認め合う共生社会の実現に向けて、あるべき姿や取り組みの

方向性について意見・助言をもらい県施策や県民運動に反映することを目的に、幅広

い関係者からなる「やまなし共生社会推進懇話会」を設置。 

令和６年３月、懇話会での意見を基に共生社会の取り組みが県民運動として広がる

よう考え方や行動の拠り所となる「やまなし多様性を認め合う共生社会づくり憲章」

を制定。 

 

   


